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   新型インフルエンザ対策に関する政府の基本的対処方針等に 

   ついて 

 

 政府から、本日（５月２２日）、基本的対処方針等が発表されました 

のでお知らせします。 

 学校の臨時休業等について、政府の最新の考え方が記されています。 

  

〔発表された内容〕 

  ・基本的対処方針 

  ・医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関す 

   る運用指針 

  ・対処方針Ｑ＆Ａ 

 

 下記リンク先からご覧下さい。 

 <http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/flu/swineflu/index.html> 

 

 

       【事務担当】 

          三重県教育委員会事務局 

           教育総務室 情報・危機管理グループ 

               川本 孝司 
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